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第２１回守口市子ども・子育て会議 議事録

○議 事 日 程

平成３０年２月２日（金）午後２時開会～午後４時閉会

○開 催 場 所

守口市市役所６階 研修室６０２

○出 席 委 員 （１３名）

黒川 清

木下 隆志

萩原 朋子

森園 泰子

河田 英子

邨橋 雅廣

上野 育子

藤村 喜代美

下江 弘子

高橋 恵美子

山本 大介

正木 敬二

郡司 弘子

○市 出 席 者

こども部長 大西

こども部次長 田中

こども政策課長 米田

こども政策課主任 辻本

こども政策課主査 松永

こども政策課 柴田

保育・幼稚園課長 西口

保育・幼稚園課課長代理 大下

保育・幼稚園課主任 瀧口
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保育・幼稚園課主任 藤本

保育・幼稚園課主幹 松原

放課後こども課長 西川

子育て支援課長 樋口

子育て支援課課長代理 岡田

子育て支援センター長 西井

○案 件

（１）開会

（２）議題

①守口市子ども・子育て会議設置条件の改正の報告について

②守口市子ども・子育て会議認可部会の設置について

③守口市子ども・子育て会議運営要領及び部会設置要領について

④「守口市子ども・子育て支援事業計画」第６章の量の見込み及び確保

方策における中間年の見直し後の数値について

（３）その他

事務連絡

（４）閉会
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◇ 午後２時 開会

○会長 お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。

ただいまから第２１回守口市子ども・子育て会議を開催いたします。

まず初めに、事務局から本日の出席委員について報告を求めます。事務局、

お願いします。

○事務局 本日は１２名の御出席でございます。

○会長 ありがとうございます。ただいま報告がありましたとおり、定足数

は超えてますので、会議は成立しています。

今回の議事録の署名委員は郡司委員と高橋委員にお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

それでは最初に、事務局から配付資料の確認をしていただこうと思います。

事務局、お願いします。

○事務局 本日の配付資料の説明を行わせていただきます。

資料１は、Ａ４サイズの１枚もの、「守口市子ども・子育て会議委員名

簿」です。資料２は、Ａ４サイズで両面刷りの１枚もの、「守口市子ども・

子育て会議設置条例の一部を改正する条例」です。資料３は、Ａ４サイズの

１枚もの、「守口市子ども・子育て会議認可部会の設置について」です。資

料４は、Ａ４サイズで両面刷りの１枚もの、「守口市子ども・子育て会議運

営要領（一部改正案）」です。資料５は、Ａ４サイズの１枚もの、「守口市子

ども・子育て会議 特定教育・保育施設等重大事故検証委員会設置要領

（案）」です。資料６は、Ａ４サイズの１枚もの、「守口市子ども・子育て会

議認可部会設置要領（案）」です。資料７は、Ａ４サイズで両面刷り２０枚

の冊子１部もの、「「守口市子ども・子育て支援事業計画（第６章）」量の見

込みと確保方策の中間年の見直しについて」です。

以上でございます。

○会長 資料の不足等はございませんでしょうか。大丈夫ですか、よろしい

ですか。

そしたら議題のほうに入りたいと思います。１番目の議題は、これは審議

というよりも報告ですけども、守口市子ども・子育て会議設置条例の改正の
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報告について、こども政策課から報告を、説明をいただきたいと思います。

事務局お願いします。

○事務局 それでは議題１、守口市子ども・子育て会議設置条例の改正の報

告について御報告申し上げます。恐れ入りますが、お手元の資料２を御参照

ください。平成２７年４月から本格的にスタートした子ども・子育て支援新

制度に伴い、子育て世帯の期待感から利用申し込みが増加し、また本市にお

きましては、平成２９年４月から幼児教育・保育の無償化を実施しておりま

す。このため、今後の保育事業に備えるため、保育施設における定員弾力化、

小規模保育事業所の新設認可等を精力的に進めておりますが、これらに加え

て、このたび、保育枠確保のさらなる方策として、広く民間事業者による保

育施設の新規設置の受付・認可についても進めていく必要があると考えてお

ります。保育所の設置に係る認可等の事務については既に本市は大阪府から

権限移譲を受けておりますが、当該認可を行おうとするときは、児童福祉法

の規定により、あらかじめ児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこ

とと定められております。

つきましては、守口市子ども・子育て会議を、児童福祉法第８条第３項に

基づく児童福祉に関する事項の調査審議を行う合議制の機関として明確に位

置づけるため、守口市子ども・子育て会議の条例の一部を改正したものです。

それでは、主な改正内容につきまして御説明申し上げます。

第１条ですが、守口市子ども・子育て会議を、児童福祉法第８条第３項に

規定する合議制の機関として位置づけるものでございます。第２条ですが、

その所掌事務を定めるものでございます。改正につきましては、去る１２月

２１日に市議会において条例が可決され、１２月２１日に交付、施行されて

おります。

以上、まことに簡単な説明ではございますが、御報告をさせていただきま

す。

○会長 ありがとうございました。今の御説明に対して、何か御意見、質問

等ございますでしょうか。

要は、今までは、この会議というのが内閣府でしたっけ、内閣府の法律と、

今度、児童福祉法の両方の法律に縛られるという、そういう解釈でいいんで
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すね。

○事務局 会長のおっしゃるとおりでございます。

○会長 だから両方の縛りを受けるということになります。よろしいでしょ

うか。

続きまして、実はもう既に、本来的にはこの会議がなかったらだめだった

ところもあるんですけども、２月、３月ぐらいに、今度は新しい小規模等の

設置とかそういう問題がありますので、早急にこの部会の設置について考え

ていかなきゃならないということになっております。それで議題の第２番目

に移らせていただきますけど、この子ども・子育て会議認可部会の設置につ

いて議論を進めていきたいと思います。条例改正によるこの子ども・子育て

会議の、児童審議会としての役割を持つということなので、それを担う部会

としての認可部会を設置したいと思います。それで、事務局のほうからまず

説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○事務局 それでは議題２、守口市子ども・子育て会議認可部会の設置につ

いて御説明申し上げます。資料３を御参照賜りたいと存じます。

守口市子ども・子育て会議ですが、先ほど議題１で御説明させていただき

ましたとおり、条例改正により、今後、市が保育所の設置に係る認可等を行

おうとする場合には、児童福祉法の規定により、あらかじめ守口市子ども・

子育て会議の意見を聴く必要があります。このことから、より専門的な見地

による調査審議を行うため、守口市子ども・子育て会議設置条例第７条の規

定に基づき、守口市子ども・子育て会議に認可部会を設置しようとするもの

です。

認可部会の所掌事務ですが、①家庭的保育事業等の認可に関すること ②

保育所の設置の認可に関すること ③児童福祉施設（助産施設、母子生活支

援施設、保育所及び児童館に限る。）の設置者に対する業務の停止命令に関

すること ④認可外保育施設の事業の停止命令又は施設の閉鎖命令に関する

ことの４事項についての調査審議でございます。

委員構成（案）につきましては、お示ししてるとおりでございます。専門

委員ですが、案件に応じて、必要があれば専門委員を委嘱することとしたい

と考えております。
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なお、部会の運営については、当部会は守口市子ども・子育て会議の部会

であることから、守口市子ども・子育て会議運営要領及び守口市子ども・子

育て会議傍聴要領を準用することとなります。

以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。

○会長 御説明ありがとうございます。何か質問等ございますでしょうか。

○委員 委員です。質問ではないんですけども、ぜひちょっと、この部会で

会議されるときに念頭に置いていただきたいことをお願いしてよろしいでし

ょうか。

こども園になったときに、既設の幼稚園、保育園がすぐ近くで、壁１枚の

ところでできてたということがあるんですね。今後新しく新設されるんであ

れば、できるだけ地域を分散して、地域の人が利用しやすいような配置にな

るとか、そこらの配置のことは十分検討していただいて、やっていただけた

らいいかなと思います。それだけ特にお願いしたいなと思います。

○会長 ほかに御意見ないでしょうか。承りました。

それと、最終的な決定機関ではないので、決定権は市長ですね。だからそ

ういう意味で、上申というか形になると思うので、そういう形でやっていき

たいと思います。何か、ほかに御意見ございませんでしょうか。ないですか、

いいですか。そしたらこれで一応、第２番目の議題を終わらせていただきま

す。こういう形でやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。委員の先生方よろしくお願いいたします。

そしたら、第３番目の議題に移りたいと思います。この２番目の議題にか

かわるんですけども、守口市子ども・子育て会議運営要領及び部会設置要領

について説明を受けたいと思います。事務局、続いてお願いします。

○事務局 それでは、守口市子ども・子育て会議運営要領及び部会設置要領

について御説明申し上げます。

まず初めに、資料４、守口市子ども・子育て会議運営要領（一部改正案）

を御参照賜りたいと存じます。守口市子ども・子育て会議運営要領ですが、

こちらは以前から定めさせていただいているものでございます。

今回の改正目的ですが、これまで明文化されていなかった部会の設置につ

いて運営要領に明文化しようとするものです。なお、今回の改正箇所につい



- 7 -

ては下線でお示ししております。

改正内容でございますが、第４条第１項に、守口市子ども・子育て会議設

置条例第７条の規定に基づき、子ども・子育て会議の決定により部会を置く

ことができると規定し、また第２項で、会長又は委員は部会の設置について

発議することができると規定することで、部会は、子ども・子育て会議の決

定により設置されること及び部会の設置を発議できるものを要領に明文化し

ようとするものです。そのほか、第１条、第２条第１項、第３条第３項、第

５条に関しましては文言整理でございます。

以上が、運営要領の一部改正案についてのご説明でございます。

次に、資料５、守口市子ども・子育て会議特定教育・保育施設等重大事故

検証委員会設置要領（案）を御参照賜りたいと存じます。重大事故検証委員

会ですが、平成２９年３月１４日に、子ども・子育て会議の決定により、既

に設置されている部会でございます。今回、要領を制定することで、当該部

会の所掌事務、会の運営について明文化しようとするものです。

第１条は重大事故検証委員会の設置を、第２条は重大事故検証委員会の所

掌事務を、第３条は委員長の職務や委員長に事故があるときの職務代理など

を、第４条は会議の招集や開催要件などを、それぞれ定めるものでございま

す。

附則でございますが、子ども・子育て会議終了後、速やかに施行するもの

でございます。

続きまして、資料６、守口市子ども・子育て会議認可部会設置要領（案）

を御参照賜りたいと存じます。認可部会でございますが、先ほど、子ども・

子育て会議の決定により設置された部会でございます。要領を制定し、当該

部会の所掌事務、会議の運営について明文化しようとするものです。

第１条は認可部会の設置を、第２条は認可部会の所掌事務を、第３条は部

会長の職務や部会長に事故があるときの職務代理などを、第４条は会議の招

集や開催要件などを、それぞれ定めるものでございます。

附則でございますが、子ども・子育て会議終了後、速やかに施行するもの

でございます。

以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
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○会長 ありがとうございました。ただいまの説明に関して何か御質問等が

ございませんでしょうか。

１ついいですか、素朴な質問。これ廃止の規定はつくらなくていいの。

○事務局 今回、会議の運営を、要領という公文形式でつくらせていただい

てるんですけれども、通常、公文形式でつくるときは時限立法という形でつ

くるときもあるんですけれども、通常は時限立法を設けないという形でつく

ります。その趣旨といいますか考え方ですけれども、確かに親会議の任期が

終わった段階で、要はその要項自体、決めてきたルールを全てなくしてしま

うという、そういった考え方もあろうかとは思いますけれども、そうするよ

りもむしろ、運営要領、そもそも時限立法という形になっておりませんけれ

ども、そういった会議の中で培われてきました運営のルールというものは一

定残しといた形で、またメンバーが変わってもそこでお示しすることによっ

て、新たにそれを土台として議論していただき改正するところは改正してい

ただくと、そういう意味で時限立法は設けておりません。

以上でございます。

○会長 だからこれ、第４条で部会の設置はあるけど、部会の廃棄というか、

それをなくすという規定はつくらなくても、通常はいいんですね。

○事務局 通常は。

○会長 つくらない。

○事務局 当然ながら、部会の設置につきまして、子ども・子育て会議の決

定により置くことができるという形で規定させていただいておりまして、そ

れは当然の解釈といいますか、廃止につきましても、要は部会の設置が既に

要らなくなったという決定も、当然子ども・子育て会議の中でできますので、

その部会の性質といいますか、審議する内容によりまして適宜廃止というこ

とはしていただけます。

以上でございます。

○委員 済みません、ちょっと申しわけない、私がうかっとしてて。認可部

会のことについてもちょっとよろしいですか。

○会長 はい、いいですよ。

○委員 先ほども、事前の認可はどういうふうな形でと、そちらのほうばか
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りちょっと考えてたんですけども、委員構成の中に公立の保育所さんが入っ

ておられるので、できたら民間もお願いしたいなというのが１つ。もしそれ

が無理であるならば、専門委員として、その都度でも結構なので、声をかけ

ていただけたらなと思います。ちょっとその点だけお願いしたい。

○会長 その辺はどうしますか、事務局としてはどう考えてますか、まず。

休憩しますか、休憩したいそうです。

○会長 再開させていただきます。

そしたら一応案としては、案をそのまま了承というか、委員構成はこの形

でいきたいと思います。それで、必ず関係各位の意見を聞く、そしてその人

たちの意見が言える機会をできるだけ持つということでやっていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。

そしたら、ちょっと今日、今からがちょっと大変かもわかりませんけど、

最後の議題に移りたいと思います。ちょっとこれが大変かもしれませんが、

第４番目の、何回もちょっといろんなことがあってトラブっております。子

ども・子育て支援事業計画（第６章）、量の見込み及び確保方策について、

中間年の見直し後の数値について説明を受けたいと思います。事務局お願い

します。

○事務局 それでは、議題４、「守口市子ども・子育て支援事業計画（第６

章）」の量の見込み及び確保方策における中間年の見直し後の数値について

御説明申し上げます。

前回の会議から、確保方策の数値を一部変更させていただきましたので、

変更のあった部分についてのみ、順に御説明させていただきます。１５ペー

ジを御覧ください。教育・保育の１号認定子どもについてでございます。中

部エリア②確保方策の特定教育・保育施設でございますが、平成３０年度の

見直しの数値を１１９枠に変更させていただきました。これは、平成３０年

４月から、民間移管園１園において前回の会議から定員の変更が生じたこと

により、前回の１１６枠から３枠増加したものでございます。その結果、市

全体においても３枠の増加となっております。また、平成３１年度でござい

ますが、平成３０年度と同様に、中部エリアの特定教育・保育施設が前回か

ら３枠増加し１１３枠となり、それに伴い、市全体においても３枠の増加と
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なっております。

量の見込みに対する確保方策は、３０年度、３１年度ともに前回と変わら

ず十分に足りていることになります。

次に１６ページをごらんください。２号認定子どもについてでございます。

こちらについては東部エリア及び中部エリアで変更させていただいておりま

す。まず、東部エリア②確保方策の平成３０年度の見直しの数値ですが、７

８８枠に変更させていただいております。これは、既存園１園において前回

の会議から定員の増加があったことから、１２枠増加し、前回の７７６枠か

ら７８８枠に変更したものでございます。

次に中部エリア②確保方策の平成３０年度の見直し後の数値ですが、４７

５枠に変更させていただいております。これは、先ほど１号認定子どものと

ころで御説明させていただきました、民間移管園１園で定員変更が生じたこ

とによるものです。この変更については、２歳及び３歳の枠を増加させるた

めに、４歳及び５歳の枠を減少させるというもので、結果としてマイナスと

なっておりますが、３歳だけで見ると増加となっております。この結果、見

直し後の数値を前回から９枠減少させ、４８４枠から４７５枠に変更してお

ります。

なお、以上の東部エリアの１２枠の増加及び中部エリアの９枠の減少に伴

い、市全体としては３枠の増加となっております。また、平成３１年度につ

いては、平成３０年度と同様の変更となっております。

量の見込みに対する確保方策は、平成３０年度、３１年度ともに前回と変

わらず、一部のエリアにおいては不足しておりますが、市全体としては足り

ていることになります。

次に１７ページをごらんください。３号認定子ども、ゼロ歳についてでご

ざいます。こちらについては、中部エリア及び南部エリアで変更させていた

だいております。中部エリア②確保方策の特定地域型保育事業の平成３０年

度の見直し後の数値ですが、前回の３６枠から６枠増加し、４２枠に変更さ

せていただいております。

また、南部エリア②確保方策の特定地域型保育事業の平成３０年度の見直

し後の数値についても、前回の２６枠から６枠増加し、３２枠に変更させて
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いただいております。

これは、平成３０年度４月１日付で、中部エリアに１つ、南部エリアに１

つ、計２つの小規模保育事業所を新規に認可させていただく予定としている

ためでございます。その結果、中部エリア及び南部エリアそれぞれ６枠の増

加に伴い、市全体においては１２枠の増加となっております。

次に、中部エリア②確保方策の特定地域型保育事業の平成３１年度の見直

し後の数値でございますが、平成３０年４月の６枠増加に加え、さらに平成

３０年９月に小規模事業保育所１施設を新規に認可させていただく予定とな

っております。この結果、平成３１年度は、平成３０年度からさらにゼロ歳

の枠が６増加し、４８枠となります。

南部エリアでございますが、平成３０年度中の新規認可は現時点では見込

まれず、平成３０年度と同様、前回の２６枠から６枠増加し、３２枠となっ

ております。

その結果、中部エリア及び南部エリアの増加に伴い、市全体においては１

８枠の増加となっております。量の見込みに対する確保方策は、平成３０年

度、３１年度ともにマイナス幅は少し減少しましたが、前回と変わらず全て

のエリアにおいて不足していることになっております。

１８ページをごらんください。３号認定子ども１歳及び２歳についてでご

ざいます。こちらにつきましても、中部エリア及び南部エリアで変更させて

いただいております。

中部エリア②確保方策の特定教育・保育施設の平成３０年度の見直し後の

数値ですが、前回の１９１枠から６枠増加し、１９７枠となっております。

またその下、特定地域型保育事業における数値も、前回の１０３枠から１３

枠増加し、１１６枠となっております。

また、南部エリアの特定地域型保育事業の平成３０年度の見直し後の数値

ですが、前回の６５枠から１３枠増加し、７８枠となっております。これは、

中部の特定教育・保育施設においては、１号認定及び２号認定で御説明させ

ていただきました、民間移管予定園の１園で定員変更が生じたことによるも

のでございます。

また、特定地域型保育事業においては、先ほど３号認定子どもゼロ歳で御
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説明させていただきましたとおり、中部エリアに１つ、南部エリアに１つ、

計２つの小規模保育事業所を新規に認可させていただく予定としているため

です。

ともに、１歳の枠は６、２歳の枠は７で予定しております。その結果、中

部エリア及び南部エリアの増加に伴い、市全体においては３２枠の増加とな

っております。

次に平成３１年度をごらんください。中部エリアの特定教育・保育施設は

平成３０年度と同様でございます。中部エリアの特定地域型保育事業は、平

成３０年９月に小規模保育事業１施設を新規に認可させていただく予定とし

ておりますので、平成３０年度の増加と合わせて２６枠増加し、前回の１０

３枠から１２９枠に変更しております。

また、南部エリアにおいては、平成３０年度と同様の変更となっておりま

す。その結果、中部エリア及び南部エリアの増加に伴い、市全体においては

４５枠の増加となっております。

量の見込みに対する確保方策は３号認定子どもゼロ歳と同様、平成３０年

度、３１年度ともにマイナス幅は少し減少しましたが、前回と変わらず、全

てのエリアにおいて不足していることになっております。

続きまして、２１ページから２５ページの定員の弾力化を実施した場合の

数値の変更でございますが、今、御説明させていただきました変更内容と同

様の変更となっておりますので、説明については省略させていただきます。

続きまして、地域子ども・子育て支援事業における、前回の会議からの変

更点について御説明させていただきます。

２７ページをごらんください。時間外保育事業についてでございます。平

成３０年度からの民間移管予定の５園において、時間外保育事業を実施する

予定であることから、東部、中部、南部の３エリアで変更となっております。

３エリアの②確保方策の施設数ですが、平成３０年度及び平成３１年度の東

部で２増加し１４施設、中部で２増加し１２施設、南部で１増加し１３施設、

市全体では５増加し３９施設となっております。なお、量の見込み、確保方

策の人数については、当初の人数調整に基づき算出しているものとなるため、

施設数の増加に伴う変更はございません。
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続いて、３２ページをごらんください。一時預かり事業についてでござい

ます。まず、幼稚園における在園児ですが、こちらにおきましても、平成３

０年度からの民間移管予定の５園において一時預かり事業等を実施する予定

となったことから、３エリアで変更が生じております。３エリアの②確保方

策の施設数ですが、平成３０年度及び平成３１年度の東部で２増加し１０施

設、中部で２増加し６施設、南部で１増加し８施設、市全体では５増加し２

４施設となっております。

なお、量の見込み、確保方策の人数については、先ほどと同様に変更はご

ざいません。

続いて、３３ページをごらんください。幼稚園の在園児以外についてです

が、こちらにつきましては、民間移管予定の５園のうち３園で一時預かり事

業等を実施する予定となりました。東部エリア及び中部エリアで変更が生じ

ており、この２エリアの②確保方策の一時預かり施設数ですが、平成３０年

度及び平成３１年度の東部で１増加し６施設、中部で１増加し５施設、南部

で１増加し５施設、市全体では３増加し１６施設となっております。なお、

量の見込み、確保方策の人数については、同様に変更はございません。

変更点については以上となります。

中間年の見直しについての今後のスケジュールについてでございますが、

子ども・子育て支援法第６１条第８項に、子ども・子育て支援事業計画につ

いて変更する場合は広く市民の意見を求めるよう努めるものとすると規定さ

れていることから、平成３０年２月９日から３月１２日月曜の期間において、

パブリックコメントを実施する予定となっております。

中間年の見直しの議題については今回が最後となりますが、会議後に数値

等の変更がありました場合は委員の皆様にお知らせさせていただきますので、

御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

説明は以上でございます。

○会長 ありがとうございました。ちょっと膨大というか、かなりの数です

けども、何か御意見等がございましたら。

○委員 １つよろしいでしょうか。

３号認定のところで、対策ですね、今後の受け皿確保についてということ



- 14 -

で、市内事業者に限定しない民間事業者による保育施設設置の受付・認可と

いうことで、全く新規でされるわけですよね。民間移管あるいは統廃合でま

だ施設が現実残っているのであれば、それを使って委託だけをするというふ

うなことは考えられないんでしょうか。全く一から建てて、子どもの数が少

なくなったときにそれを壊したりとかという、かなり無駄な部分もなくなる

と思いますし、まだ現実に残ってる施設もあるので、再利用ということは考

えていってもいいんじゃないかなとは思いますが、いかがでしょうか。

○会長 事務局、お願いします。

○事務局 今、統廃合の結果、あいた保育所、元保育所である施設とか、幼

稚園である施設を使った民間園の募集ということで、そういった御質問だと

思うんですけれども、確かに可能性としてはあるかと思います。ただ、建物

の老朽化ぐあいとか、あとはどっちにしましても、認可園を募集し選定する

という作業がありますので、そこら辺は、そういった保育所とか幼稚園だけ

にこだわらず、市の、市有地全体的な、含めた議論をしていく必要があるか

なとは考えております。

また実際に、民間園を募集したときの来やすさと、そこら辺も。更地から

やったほうがいいのかとか、あるいはそういった保育施設を使ったほうがい

いのか、そこら辺のニーズの変更等もございますし、また当然ながら、民間

の土地で使った保育所をつくりたいと、そういった要望もあろうかと思いま

すし。そういったところ、全体的に含めて検討していきたいと考えておりま

す。

以上です。

○委員 これは東京の例ですけれども、市が一番最初の設置の費用を負担し

て、幼稚園、保育園の合同の委員会をつくり、新しい法人をつくって、民間

移管とかを全部受けてやってるところがあるんですね。そうなってくると当

然、市とのコンタクトもありますし、予定的に、最初資金を出していただい

たとしても、もう不要になった段階で、これは市のほうに戻すことができる

ので無駄もないと思いますし、そういうふうな形で柔軟な運営を。全く新規

でぼんと建ててということになって、新しい業者が来て、建ててということ

になってきますと、当然その事業者が、せっかくここまでやったのにこの後
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どうなるねんという問題も出てくるかと思うんですね。

少子化の問題を考えたときには、できるだけそこらの施設を維持するのが、

必要な施設をたくさんつくるんではなくて、吸収合併しやすいような形での

運営というのはひとつあるかなとは思うんですね。その意味では、既存園が

小規模に手を挙げてやってるのは、子どもが少なくなったときに本園のほう

で受けて、当然本園のほうに余裕が出てきますのでね、そちらのほう畳むと

かというふうなことがしやすいということで協力はしてたとは思うんですけ

れども。そういうふうに無駄なことをやるというよりも、現実に残ってるも

のを使うとか。いろんな施設を更地にすると、また更地にする費用がかかり

ます。そこへ建ててとかということを考えたときに、一番利用しやすいよう

に、そして市と話もしやすいようなことをぜひ考えていっていただけたらい

いかなと思います。経費の節減という意味でも、そこは考えられるかなとは

思います。

○会長 貴重な意見をありがとうございます。結局は、少子化は絶対進むの

で、全体に人口が減ってる状態なので。絶対につくったとこは、絶対潰さな

あかん可能性は出てきますので。弾力的運営ができる、非常に、一時的にふ

やすということのためにどうしたらいいかというのをまた検討していただけ

ればと思います。

ちょっと復習の意味もあって、ちょっとだけ情報を整理させていただくと、

この結果というのは、要するに人口動態から割り出した結果なんですね、最

初に。人口動態から割り出した結果なので、そこにいろんな、いわゆるバイ

アスがひっかかってくるんですね。例えば、他市との流入とか、流出とかそ

ういう問題があって、実際のいろんな問題がありますね、それが１つと。

もう一つは、見ていただいたように、マイナス７５でしたっけ、見直しの

ところで。見直しの数字でいきますと、２５ページを見ていただくと、３号

認定がマイナス７５になるんですね、全体的に、直近で。恐らく３０年度の

ことと、それ以降のことでは、時間的な余裕とかいろんな問題があるので、

３１年度以降のことは急がなけばならないけど半年くらいの余裕か、もう少

しの余裕があると思うので、直近の３０年度というのはもう２カ月、２カ月

ですよね。それで、そういうところで、これだけのマイナスが出てるという
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のは、ある意味、人口政策としては非常によくて、市長の打ち出した政策の

ために人口がふえてるので、それはそれでいいことだと思うんですけど、片

方でこういうことが起こってるので、これに対して、これバイアスがかかる

ので、１つお伺いしたいのは、１次募集の結果、今、出たはずなので、１次

募集で今、状況としてはどうなんですか。よろしくお願いします。

○事務局 １０月に行われました１次募集の結果でございますけれども、対

前年比で言いますと３９％増の２，１１５名。

○会長 プラス何ぼでした、それで。

○事務局 プラスの３１５名でございます。

○会長 前年比３１５名。ということは、このマイナス７５が恐らく上方修

正というか、マイナスが大きくなるという可能性が結構あると思います。現

状、流出と流入というか、他市から来る人、他市に行く人の数というのは、

大体この数年どんなもんですか。大体の数字でいいですから。正確な数字要

らないですから。同じくらいなんですか、入り、出は。

事務局お願いします。

○事務局 広域利用の関連で今の御質問だと思うんですけども、守口市民が

他市の施設に行っている、要は他市の施設で預かっていただいておりますの

が、１号、２号、３号全て含めまして１４１人でございます。これは平成２

９年１２月の数字ではございますけども１４１人でございます。

一方、他市の市民も守口市の施設で受け入れておりますのが、これも同じ

時点で、１号、２号、３号合わせまして３８３人を受け入れております。こ

のうち２号、３号で申しましたら１５１人にとどまるんですけども、１号部

分が２３２人ということで、圧倒的に１号のほうが多いという形で広域利用

をしております。

○会長 ということは常に、言うたら、こういう言い方はあれですけど、守

口市の幼稚園、保育園って、こども園は他市である程度埋まってる状態なん

ですね。流入のほうが多いんですね。だから、結局計算すると２００ぐらい

流入してる、百何ぼ流入してますよね。

○事務局 １４０人か１５０人。

○会長 三百何ぼやったから。



- 17 -

○事務局 先ほどと同じ話になりますけども、守口市で他市の子供を受けて

おりますのが３８３人。

○会長 ３８３引く１４１。

○事務局 そのうち、２号、３号ですね、これが１５１人でございます。残

り２３２人については１号という形でございます。

○会長 全体で百何人埋まってるから、結局これは、この数字の見込みは認

定数。認定というか要するに、確保策の数字よりマイナス１００人ぐらいは

常に出るということですよね。それでいいんですか、計算上。

事務局。

○事務局 数字だけを考えますとそういった形になります。

○会長 なるんだよね。

○事務局 はい。

○会長 だから結局かなりの、マイナス７５と言いながらも、それ以上の数

を確保しなきゃだめやということです。

はい、委員。

○委員 先ほど先生当ててくださったときにも言いましたけど、女性が働く、

就労率が上がった、子どもを預ける場所が欲しい。で、みんな３号に連れて

くる。３号ではねられる。それで、３号ではねられないようにするにはつく

らなあかん。つくらなあかんけど、つくったところで子どもが減っていった

らどうするねんという問題と、保育士先生の不足が今、物すごく大きくなっ

てますよね、それがどうなるのかということ。それから、先ほどおっしゃっ

た、他市からの流入。これ、これが続くとは限らない。他市も頑張ってます、

今。だからここは、もう一発目にゼロからただやと言うたんで、今おじいち

ゃんとこに籍を置いたりして来てはる人あるんですけど、これがね、変わっ

てくる、変化。

だから、先生がさっき、私すごくそのときに思ったんですよ、そんな簡単

に計算どおりうまくいくわけはない。

○会長 ないです、うん。

○委員 そこのとこなんですよ。だから、今おっしゃってる話で、お金をか

けて、税金かけて新しいのつくった。先生足らへん、やっていかれへんとい
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うことになっていったらこれどうなるのかなっていうのが、そこが一番私の

苦しんでるとこで。

今のとこ、私とこは幼稚園なんで、大阪市と守口市で半分半分なんで、土

地は、守口の土地いっぱいあるんです。で、建てていいのかなという思いも

すごくある。それは何でかと言ったら、子どもが減っていくかもしれない。

それをどういうふうにこれから、先生がさっき廃案にすることも必要なのか

なって、根本はそこなんです。他市も頑張ってる。だからそこのとこ一体、

これだけの、３１年までの計算で、この３２年、３３年とどう続くのかは、

もう見通しが私たち立たないんです、正直。

○会長 立たないと思います。政府の無償化が始まりますからね。

○委員 そうなんです。

○会長 だから、物すごく一時的な増加やと思いますけど。

○委員 そうです。

○会長 だから、逆に言うと、今の守口市の事業者さんにその負担をかける

のは、非常にある意味で、ハードウエアの投資をしろというのは難しいと思

います。どう思いますか、民間としては。やっぱりハードウエアの投資って

無理でしょう。

○委員 そうですね。こども園になって民間移管を受けたところも、既存園

も、建物をここ数年の間にほとんど改修させていただいたんですね。ところ

が、基準で建てると自分たちが思っていた保育ができないからということで、

ほかのところで借り入れをして、例えば廊下の幅を１メートル広げるとか、

ホールをしっかりとるとか、子どもたちがどっと集まって、園庭から帰って

きたとき混雑しないようにというふうにすると、それの分はそれぞれの施設

が負担をしないとだめなんですね。その状況で、借り入れが大体１億から２

億を各園持ってて、なおかつ、新規のために建物をとか、あるいは小規模を

一から建てて受けてくれということになってくると、できるところは若干あ

りますけれども、それはもう皆さん協力はしてもらってるんですけども、う

ちなんかはもうちょっと無理というような形に。

○会長 それが正直やと思いますね。だから、財政的には難しいと思います

ね。だから、その辺の問題もあるので。根本的に恐らく、普通こども園の定
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員ってどのぐらいですか、１園。皆さんの事業所でいけば。

○委員 今、改修したときに必ず定員を増してますので、市の要望があって

増はしてるんですけれども、平均までちょっと覚えてないですけれども、大

体１００から多いところは２００。

○会長 平均で１００ちょっとぐらいですかね。

○委員 １００は超えてると思います。

○会長 １００は超えてる。でも、恐らく３１年度には、２園か３園必要な

んですよね。

○委員 そうですね。

○会長 計算上。

○委員 はい。

○会長 全体的に、過不足分。この数字に流入分が係ってくれば、下手する

と３園でもつかという問題も出てくるので、その辺の計算をしてどうするか

という問題になってくるんですけど。

○委員 それとちょっとお聞きしたいんだけど、この弾力化というの、参考

資料で上げられた理由と、それの率をどれぐらいで見ておられてるのかちょ

っと教えていただけますか。

○会長 弾力化の運営という数字の出し方をお願いできますか。これは現状

なんかな。事務局お願いします。

○事務局 この参考というので、定員の弾力化を反映した場合をちょっとつ

くらせていただいたんですけれども、これについては、今現状の受け入れの

体制から導き出してる数字でありまして。

それともう一つある最初の定員ですね、１５ページから載せてる。こちら

の定員については利用定員ベースでつくらせていただいてます。ただ、各園

さんが設定していただいている利用定員というのと、実際に受け入れている

実員というところを考えたときに多少ずれというのがありまして。これはち

ょっと、定員ベースでいきますとマイナスの幅が非常に大きくなりますので、

実際の運用というので考えた場合という定員も載せたほうがいいということ

を考えまして、載せさせていただいております。

以上でございます。
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○会長 この弾力的運営の現状というのは、いつ時点の現状でなってるんで

すか。

○事務局 これが平成２９年の１０月時点。

○会長 １０月時点。

○事務局 はい。実際に入っている人数から、ちょっと私のほうで導かせて

いただいた数字でございます。

○委員 これは、このまま同じだけの先生がその施設にいたとして、今現在

受けられてる人数の状況にあわせて弾力的に受けてるのはこの数字だから、

これぐらいは受けられるでしょうという見込みですよね。ところが、ここに

は退職する先生の数は入ってないですし、その先生の補充のための採用はど

れぐらいかということは出てないんです。

今現在、１１月に聞いたところで、定員の先生の採用ができてるかという

のが、半分ちょっとです。その状況の中でこれを出されたときに、どうなん

やろなと正直思ったのが１つあります。

○会長 ごもっともです。

○委員 先生の採用ができる、できないというのは、すごく子どもに反映し

てくることなので、例えば今の状態ですと、５人採用と出したときに、うち

が３回採用試験をやって３人しか来ないですね。あと２人は友達誰かいない

かみたいなことで、やめたいと言ってる先生を、じゃあ１回うち見学に来て、

来てくれるかなみたいな形で声をかけてやっと何とかなるかなということで

す。きょうは連絡が１人あって、それで何とかなるかなという、そういう状

況の中でこれがいけるかというのは疑問です。

じゃあ、応募したいという人が来れば、ありがとうございますと誰でも受

けないとだめという状況になってるんですね。そうなってくると、保育の質

の問題がかなり大きく出てくるので、前の会議のときにも先生を含め保育の

質の話はいつさせてもらえるんやということを言わせてもらいましたけど、

そこらはやっぱり、丁寧に考える場をぜひこの会議の中でもっていっていた

だけたらなと思います。

今、幼稚園、保育園、こども園が１本化されてます、教育内容については。

それは、子どもたちが主体的に遊ぶことの中で学んでることをしっかりさせ
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てください。それが小学校に上がったときに、自分たちが主体的に、いろん

な教科にかかわって学んでいくという姿を育てることになりますとされてる

んですけれども、その状況がつくりにくい。子どもが多くて先生が少なけれ

ば、当然、管理的に子どもを動かさないとだめなので、言うことを聞けにな

ってしまうという問題があります。そこらはやっぱり、これから先、考えて

いかないといけないことじゃないかなと思います。

○会長 ということですけども、ちょっと話をもとに戻しますけど、この直

近の４月をどうするかということで、今お話があった人材確保の問題もあり

ますし、実際、市としては４月に向けて、恐らく１００ぐらい、１００以上

待機児童が出る可能性が出てる現状で、待機児童対策としてどういうふうに

考えてるかというのをちょっと、考えを聞かせていただければ。

○事務局 ４月に向けて待機児童の対策という形で今考えておりますのが、

先ほどもありましたけれども、今このお願いはしている、現段階でお願いし

ているんですけども、１号枠ですね。１号枠で定数が余れば、その余った枠

をできたら２号、３号のほうに振りかえていただきたいという形で認定こど

も園さんとか、今現在お願いしている最中でございますし、また学校法人立

の認定こども園さんのほうに、具体的に人数、何人ぐらい受けていただける

かという今アンケート調査をさせていただいております。

それと、先ほどの話とも絡むと思うんですけども、待機児童対策に係る分

ですけども、うちのこれは議会の承認をもらってから執行という形にはなる

んですけども、待機児童対策に係る補助金の見直しという形で、今現在、認

定こども園会さん等と協議しておりますので、そういった、例えばですけど

も、保育士さんの宿舎借り上げの補助とかですね、そういったメニューで保

育士の確保をあれしていきたいという。確保して、待機児童を減らしていき

たいと思っております。

また、これは３０年４月からの入所のことになりますけども、制度上、今

回、求職活動中の方も簡単に申し込みという形ではできるんですけども、３

０年４月からに向けまして、守口市は一定、ルールを厳し目に設定いたしま

して、求職で入園された方につきましては、一定の期間以内に就職してほし

いというような旨の説明をした上で今現在申し込んでいただいておりますの
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で、一定の期間が過ぎてなおかつまだ求職活動中という場合は、例えば２号

の方でしたら１号に振りかえていただきますし、３号の方でしたら退園とい

う措置もいたし方ないかなという形で今考えております。

待機児童対策については、保育士の確保等が、先ほども言いました、１号

から２号への振り分け等で今現在取り組んでおるところでございますので、

よろしくお願いします。

○会長 という御意見ですが、どうですか。

○委員 ただ、今、これから補助金出されますということを決めていただい

ても、正直、求職にはすぐ結びつかない。学校さんに問い合わせ入れると、

もう既に決まってるということが多いので。

○会長 もうちょっと早くしてほしい。

○委員 もっと早くですね。はい。

○会長 事務局。

○事務局 ごめんなさい、あと一つだけちょっと補足させていただきたいんで

すけども、待機児童対策のために保育士さんの確保は必須条件でございます

ので、本守口市におきましては、保育士さんが守口市の認可園等でお勤めに

なられる場合は、その子どもさんについては利用調整を経ず優先的に入所し

ていただくという形の制度も、恐らく北河内では守口が一番最初につくった

制度かと思いますので、こういう面についても保育士の確保していただいて、

待機児童を一人でも減らしていくという形で取り組んでます。若干、補足さ

せていただきます。

○委員 済みません。今、守口市でって、言われましたが、ほかの市でもや

ってらっしゃいます。そこの市も、自市に勤めるという前提なんですね。で

も現実に、例えば守口に住んでて守口の保育園に勤めながら、守口に子ども

を預ける人というのはそんなに多くなくて、他市に預けるとか。あるいは他

市に住んでて守口で働いてらっしゃる方のほうが、実は比率は大きいと思う

んです。とすると、他市で働いている方も、その市で預けられるようにポイ

ントを付けるというのを、ぜひ守口という限定じゃなくて、他市と協働して、

保育士に復帰するのであれば優先させてあげてくださいというのを、近隣の

市ときっちり話し合っていただいてやっていただくほうが復帰という意味で
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は効果は大きいと思います。

○会長 確かにそうやと思います。その辺はどうですか、北河内というか、

そういう広域でやれますか。

○事務局 待機児童対策につきましては来年度以降、都道府県レベルで協議会

設置の話もありますし、そういう場でそういった問題提起したいと思ってお

ります。ただし現状、市町村ごとに待機児童の数の公表があり、公表される

に当たりましては、自市をちょっと優先してしまっておるんですけども、そ

ういった問題点は、そういった場でもありますし、近隣市とも調整して、お

互い協力的に待機児童対策努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いします。

○会長 でも、結局４月には間に合わない。

○委員 いいですか。

今おっしゃってることを聞いてまして、私、思うんですけどね、うちでも

経験あるんですけど、他市のシステムと、ここのシステム、守口のシステム

はちょっと違う。違う場合に、守口からこちらに、市に言っていただいて、

こちらに電話がかかるというのに、すごい暇がかかったりとか。システムが

違うというのは私らにも困るんですけど、親御さんも困ってはるんですね。

だから、全くシステムが一緒やったらいいですけど。まあそら、全部一緒に

すぐにせえと言っても、それは無理だと思うんです。でも、そこに時間がか

かって、補助金関係にも問題が差しさわってきたら、誰が責任とるねんとい

うことになってくるからね。その辺もすごく難しいなって、私は実際に、こ

のたび経験しました。だからそういうことも、守口も経験、苦労しておられ

ると思うんですけど。難しいです。

○会長 そしたら来年度の、府レベルの協議会が起これば、その辺で調整し

ていただくしかないと思うので。

○委員 うん、ほんとに。

○会長 今、事務局のほうから提案が幾つかありましたけど、それが例えば

１号の振り分けというか。実際どのくらいの効果があると思われますか、感

触として。皆さん方はどう思いますか。

○委員 弾力化運用で２０％までは多分協力はできると思うんです。それを
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超えてしまうと、何年かすると、定員がそこまでふえてしまいますので、受

け入れが難しくなる。例えば、幼稚園からこども園に移行したところですと

１号が中心ですよね。

○会長 そうですね。

○委員 そこの枠がどんどん狭まってきて、地域を越えて、市を越えて利用

できる、うちの保育がいいからって来てはる人の利用の枠を減らしていくと

いう形になってしまいます。それは、私らとしては、自分とこの保育を自信

持ってやってるのに、それを認めてもらえないという形をどんどん自分たち

でつくっていくということになって、ちょっとしんどいなとは思います。

それと守口の場合、１号がすごく費用が安くて、無償化になったときに１

号から２号に多くの人が変わられました。これが結局、この２号の数がふえ

てるというベースになってるんですね。だから、１号と２号が、いつも言っ

てるんですけども、給食費と預かり保育を市の補助があって、使い方によっ

て１号のほうが安くなる、あるいは２号のほうが安くなるという状況であれ

ば、１号に変わってもらえませんかと言っても、１号でもオーケーと言って

くれはると思うんです。しかし、今みたいに、別途１万５，０００円ぐらい

費用が必要なんで、１号になってくださいと言ったも、絶対移らないと思う

ので、そこらもこれから先考えていってほしいなとは思います。

○会長 その辺また考慮ください。なかなか、直近の対策として結局打てる

ものがそんなにないというのが現状だと思うので、今後どうするかというこ

とで、事務局どうします。この直近の４月に対して。

○事務局 申しわけございません、今、計画の中で、３号ゼロ歳、また１歳、

２歳の部分で、計画の需要量に見込みまして、確保策のほうが若干不足して

おるというような状況であります。ただ、今も現状取り扱いをさせていただ

いてる、進めさせていただいてるんですけれども、３号の部分につきまして

は、小規模事業所ですけれども、今現在、小規模事業所が新たに２園、先ほ

ど報告させていただきました形での実施。また、来年度に入りましたら、新

たに１園が新設されるというような予定になってございます。今も引き続き

小規模の募集をかけさせていただいているところでございます。

また、それとあわせまして、先ほど邨橋委員ですとか河田委員からもおっ
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しゃられました３歳、４歳、５歳の部分についても、やはり枠的な心配が見

込まれるというところでございます。そういった部分については、今現状、

本市におきましては、既存の施設という部分での活用というのは、施設の老

朽化に伴う再編整備を進めてきた成果をもって、新たな子育て世帯を支援と

いう形で無償化を実施させていただいた部分もございます。そういった観点

から、新たな地域なりを含めまして、民営の施設の募集というものも引き続

き我々としては検討させていただきたいと考えてございます。

それと、１つは枠を確保するというか、新たなものをつくっていくという

のも大事な部分ではありますけれども、先ほどからおっしゃられてます、い

ろいろ制度上の見直しの中で、事務的にも、先ほどございました求職活動の

精査でございますとか、また育児休業中の保護者の方々への精査ですとか、

その中にまた、育児休業がこの１０月、昨年の１０月から、２歳までとって

いただけるという形になっております。そういった育児休業の活用も十分に

配慮していただいた中で、我々としては待機児童の対策を立てていきたいと

いうふうに考えてございます。

またもう一点、これも４月すぐにということではないんですけども、今現

在ちょっと模索しております、府との協働提案における待機児童の解消策と

いうものを、府と協働で国のほうにも提案させていただきたいというふうに

も考えてございます。

そういった部分で、今現状すぐにということではなかなか、小規模事業所

での対応ということになりますけれども、引き続きそういった事務の精査も

含めて、必要な方に必要な保育、また幼児教育をというような観点から事務

の精査もさせていただきたいというふうに考えてございます。

○会長 何かほかに御意見ありますか。市民委員の方々も。だからマイナス

１００ぐらいになるんですけど。

○事務局 はい、ちょっとだけ。

先ほどの答弁ですけれども、訂正をさせていただきたいと思います。２５

ページのマイナス７５。ここに保育・幼稚園課が申し上げました、守口市か

ら他市へ行っている子どもと、他市から守口市に来てる子ども。この差で、

受け入れが多い枠が上乗せされるという話だったんですけれども、まず、２
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５ページのマイナス７５なんですけれども、３号認定の１・２歳の数字にな

ります。

○会長 数字です。

○事務局 保育・幼稚園課が申し上げましたのが、１号、２号、３号全て含

めた数字になってきます。今、手持ちでありますのが２・３号という区分の

数字になっておりまして、こちらが、守口市から他市へ越境通園しているの

が、２・３号で言いますと１０１名です。他市から守口市に来られてる方、

これが１５１名です。２・３号の子どもで、受け入れ数が５０多いという形

になっております。この５０多い数は、数字だけ見れば枠の不足要因にはな

るんですけど、マイナス７５にストレートに影響するのではなくて、２・３

号全体に影響するという。

○会長 ２・３号全体だから、でも、最大５０は影響する可能性はあるとい

うことでしょう。

会長からちょっとお願いですけど、次３月ぐらいかな、次の会議が３月か

ぐらいなんですけど、恐らく、直近のやつってなかなか難しいと思うので、

来年度以降、根本的に市として待機児童に対してどういうことをするかとい

うのを、市としてどう考えてるのかちょっとまとめてもらえませんか。でな

いと、この数字を見れば、３１年度はそれプラスアルファまだ待機児童が出

ると思われる数字になってしまうので、そういう意味では根本的にどうする

か、小手先でなくどうするかということを、きちっと今、いろんな委員の

方々から、委員とかから言われてたそういうことも含めて、どうするかとい

うのをちょっと言っていただいたほうが。でないと、恐らく来年度の中ほど

でそれやってたら間に合わないはずなんで。できるだけ早目にそれを、どう

いうふうな路線でいくのかということを示していただいたほうがいいと思う

ので、その辺、事務局、よろしくお願いします。

○事務局 今、御議論いただきまして、会長のほうからもございました、３

月という時期ではございますけれども、その時期の若干募集の状況また児童

数の状況も見た中で、３月にというのはなかなか難しい部分がありますけれ

ども、ただ新年度入って早々には、我々としてもその方向性、３１年度に向

けた取り組みの状況というものをやっぱり検討して、進めてまいりたいと考
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えてございますので、そういった時期のときに、我々として一定御報告をさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○会長 市民委員の方、何か意見ありますか。このマイナス、かなりの数字が

出ますけど。

○委員 いいですか。男女共同参画で今、私お勉強してるんですけど、６、

７のとこで、女性の就業率の上昇に伴う支給認定割合の補正についてという

ことで、今、出産が４５歳ぐらいまで平気でできる時代なので、みんな産ん

でくださるんですけど、結婚が遅くて、仕事もずっとキャリアができてきた。

だけど、皆さん、たくさん子供は要らないというふうに思ってこられてるん

ですね。それの減っていく、少子化の減っていく１つの要因に、女性が遅く

結婚して子供を産まないということが入ってきたら、これは、まだもう一つ

あれが、ペースが早くダウンするだろうということが見込まれるわけです。

それは、多分ここには余り入ってないと思うんですね。そこのところ、すご

く難しいとこだなと。

○会長 ただ、何年間で一時的な増加というのを見込むかというのは非常に

難しいと思うんです。

○委員 難しいです。

○会長 だからその辺の問題があるので。

○事務局 子ども・子育て支援事業計画ですけれども、５年ごとに策定する

ことになっております。長期的に見れば委員がおっしゃるように、子どもが

どんどん減っていくというトレンドにはあるかと思いますけれども、その都

度、その都度、５年ごとに見直しをかけていきますので、そのときの人口動

態を見ながらきっちりと量の見込み、確保方策を考えていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

○委員 先ほどの発言にちょっと追加させていただいてよろしいでしょうか。

先ほどちょっと幼稚園を、あるいはこども園は、子どもたちの主体的な活動

の中で学んだものを積み上げていくというのが、今度、教育要領変わるんで

すよ、これいわば法律ですのでそれからやることになるんですけれども、３

０年に学習指導要領が変わります。その中では先ほど言った、幼稚園とかで

そういうふうに学んできたことを積み上げていくような引き継ぎをしてくだ



- 28 -

さいということになってきます。そのキーワードが、多分皆さん御存じだと

思うのですが、アクティブラーニングなんですね。積極的に、自分たちが考

えてることを友達同士と話し合ったり、先生と話し合ったりしていく中で、

自分の考えをまとめていくという行動が必要になるんですけれども、乳幼児

期にそれを経験してないと、先生に指示されたことしかできない子というの

は、言うことすらできない。その発言をやっぱり育てておかないと、小学校

につながっていかない。小学校に入ってからその発言をするようにというこ

とになってくると、少しずつおくれてくる。守口の学力低下にもつながると

いうこともちょっと考えておいて、施策は考えていただきたいなというのが

１つ。

それと、無償化になってますけれども、無償化は結局、施設にとっては何

もないんですね。保護者の方は無償化で保育料がただになっていいですけれ

ども、施設にとっては何もない政策なので、それを支える動きをやっぱり市

としてやっていただかないと、私たちとしては補助金が、これまでの実際の

公定価格プラス補助金が運営費になります。その補助金を削られてしまうと、

かなりきつい。今まで出来ていたのと、同じような内容の保育が補助金カッ

トでできないということも現実にはあるということも、もう一度改めて言わ

せていただいきたいと思います。

○会長 そのアクティブラーニングをするとなると、幼稚園教諭とかそうい

う人たちは、逆に言うとできるんですか。

○委員 幼稚園の先生ですか。

○会長 うん。

○委員 子どもたちが、実際いろんな遊んでる中で、これおもしろいねとか、

次これどうすんのとか聞くことで、どの遊びをどう展開するかとか考えます

よね。それも１つです、自分の中での学び。それと、友達を、おまえおもし

ろい、どないしたんと言って、友達のやってることを聞いて自分のものに取

り込んでいく。聞かれたほうは、自分が考えていることをちゃんと説明しな

いつたわらないので、中途半端なままじゃなくて、頭の中でもう一度整理し

て声に出していくというふうなことが、当然、頭の中で起こってるわけです

ね。その活動をやっぱりできる場として、いろんなものをさわって遊ぶとか。
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○会長 じゃなくて、教える側がそういうアクティブラーニングの、教える

という教育を受けてないと思うんですよ。

○委員 今までの。

○会長 うん。だから、逆に言うと、保育士さんとか幼稚園教諭の人たちの

研修をしないとだめだと。だから、逆に言うと、市としてその研修の場を、

することをサポートしないとだめなんです。

○委員 そうです。

○会長 去年、おととしぐらいに養育のことやりましたけど、だから逆に言

うと、それと同じようなことを、また市としてやるかどうかですよね。

○委員 それは６月の会議のときに、実績の中で、こういうふうにしてやり

ました。やりましたじゃなくて、それを、次のことを考えてどう展開するか

という回答をお願いしたんだけれども、回答が出ないままだったのですよね。

○会長 だから、その辺はまた宿題として考えてください。事務局、お願い

します。だから、指導要領の変革に係る、幼稚園教諭、保育士の再教育をど

うするかということ。

○委員 免許更新がありますのでね。今すごく勉強してるとは思うんですけ

ど、やっぱり今おっしゃったように、園長先生方みんな集まったら、急に言

われて、こんないかれへんわ。時間の制約もある、お金もないって、こうな

ってくるわけです。

○会長 いつものパターンですね。

○委員 だから、そこのとこ。先生がサポートとおっしゃる言葉。やっぱり

質の向上がないと、子どもたちは育たないわけですよ。

○会長 委員、何かありますか。

○委員 アクティブラーニングというか、新学習指導要領に関連したことで

すけども、アクティブラーニングという言葉が先に先行してしまったので、

今はちょっとそういう言い方、文科省はちょっとトーンを下げていて、キー

ワードとしては、主体的・対話的で深い学びということで言っていて、アク

ティブラーニングというのはそういう学びの中の１つの形態だということな

んですけども。

いずれにしても、向こう１０年を見越したときに、予測不可能な時代に生
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きていく子どもたちにどういう力をつけさせるかということを、幼稚園段階

からもやっていって、つないでいきましょうという形になっていて。そうい

うざくっとした説明は今、文科省がさんざんやってくれてるんですけれども、

一つ一つどういうふうなことをやっていくかとか、どんな学び方をしていく

かとか、どういう浸透させていくかというのは、今それぞれの教育の段階で

とか、それぞれの市の段階で考えていっていると思うので、ぜひそういうと

ころは教育委員会さんとも連携しながら、学び方について、どんなふうに小

学校と幼稚園をつないでいくかというか、幼稚園段階と小学校をどうつない

でいくかというところは、ぜひ考えていただけたらなというふうに思います。

○会長 よろしいでしょうか。何か４月直近の対策として、何かアイデアが

あれば。ほかにないですか。委員ないですか。

○委員 難しいです。思いつかないです。

○会長 事務局、お願いですけど、ちょっと教えてください。募集って今１

次ですよね。募集って３次までありますよね。その、今後の予定って今どう

いうふうになってるんですか。

○事務局 今現在、２次募集をさせていただいておりまして、２月１日から

２月７日が２次の申請受け付けさせていただいております。この後の予定で

すけど、３月の５日から９日だったと思いますけれども、そこで３次の申請

の受け付けをさせていただく予定でございます。

○会長 変な質問ですけど、２次でいっぱいいっぱいになったらどうするん

ですか。

○事務局 ３次の受け付けですけれども、また２次同様、施設さんのほうも

受け入れ枠ありますかと照会もさせていただきまして、空き枠があれば３次

の受け付けをいただくということです。

○会長 それは市民には知らせてるんですか。

○事務局 周知はさせていただいております。

○会長 なかなか難しいですね。だから、急に１００人ぐらいの枠を、７０

とか枠をつくれというのは、なかなか難しいと思うので。

○委員 だから、経験のある保育者が復活してきてくれるのが、一番やり方

としては手っ取り早いと思うんですね。
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○会長 掘り起こしですね。

○委員 掘り起こしのね。そういう意味ではさっきの提案も１つだと思うん

ですけども。

あと、年度途中の採用についての支援も何かしていただいたら。国基準で

の処遇改善の分には、その都度、変更を連絡してとなってますけれども、そ

れはあくまでも国が出してる分で、市が何ぼかは出してますけど。そこらが

やっぱり、年度途中の採用でいけるのかなというのがしんどいのはあります

ね。

○会長 だから、こういう事態になったら、年度途中で何かせざるを得んと

思うんですけど。その辺はどうなんですか。年度途中で何かするということ

は、どうしてもこういう事業というのは年間契約というか、年度区切りにな

ってしまうんですけど、年度途中というのは、事務局どうですか。弾力的な。

○事務局 先ほどちょっとお話をさせていただいたんですけれども、今現在

でも小規模事業所の募集をかけさせていただいておりますので、事業所さん

のほうでなされるというような形が、私どものほう、こども政策課のほうを

通じて状況が整いましたときには、先ほども１園は来年９月から実施される

ということで一定、御報告、予定されておりますので。そういった形で、年

度途中であっても、逐次、私どものほうといたしましては、開設の準備に向

けて努力させていただきたいというふうに考えております。

○会長 保育士確保とかそういうので、年度途中というのはどうなんですか。

○事務局 なかなか年度途中での保育士確保いうのは非常に難しい部分であ

ろうかと思います。ただ、先ほど申し上げました、守口での保育施設に勤務

いただく、従事していただきましたらば、子どもさんがいらっしゃるという

御家庭におかれましては優先的に、守口の場合は、選考をかけないで入所、

待機児童入っていただくというような形の対応もとらせていただけるという

ふうに考えておりますので、そういった形で少しでもそういった部分を、啓

発、アピール、ＰＲしていきたいというふうに考えております。

○委員 保育士のポイントはつけるというのが実は、これうちの先生の例で

すけれども、守口で働いてる。で、もう片方の奥さんは、四條畷かどっかで

働いてるんですね。ところが住んでるのは大東なので、どれにもひっかから
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ない。旦那さんのほうは正職で今、動いてますけど、奥さんのほうはパート

でしか動けないというふうな状態になってまして。もしこれが、ちゃんと、

きっちり預けられるんであれば戻れるのになというのを言ってます。そうい

う状況が結構多いということですよね。

○委員 ここの電光掲示板にも、パート保育士募集とかっていうのが出てま

すよね。ああいうのをうちの職員なんかが見て、守口市も大変なんですねと

言ってる、人ごとみたいに言ってるんですけど。親ががんになったから、手

術決まったから、ちょっとお休みさせてくださいなんて言うと、うちはすぐ

またパートを雇わなあかんわけですよね。だから大目に雇って、最初から。

大目に雇って、すごくこちらが管理をしていかないけない。何かあったとき

の危機管理。だけど、お金は勝手に出ていくんですね。ここんとこが物すご

い難しいという。

だから、どの先生もそうですけど、市側も同じやと思うんです、それを維

持していくということがね。子どもは減っていく、先生はたくさん雇っとか

なあかん、お金は全然ふえないというのが幼稚園で。保育園側は、かつて、

ずっと厚労省からたくさんもらっておられるので余裕はあると思うんですけ

ど、幼稚園、主体的な幼稚園だけでやってきたものにとっては、文科省しか

お金もらえないんでね、大変です。

○会長 そしたら、何かありますか。何かちょっと。委員何かありますか。

○委員 ちょっと周りで、保育士の資格を持っていて、復帰したいな、でも

ちょっとまだパートでしか無理だなという方がいるんですけど、なぜかとい

ったら、やっぱり、子どもの預けてる時間内で。うちと同じように小さいお

子さんがいるんですけど、やっぱり子どもを預ける朝から夕方４時半ぐらい

までで保育士の仕事を探すとなると、近場でその時間で雇ってもらえるとこ

ろがなかなか難しかったり、そういった声もあるので、その辺がちょっと。

保育士不足に、掘り起こしという。ごめんなさい。まだ、これから募集をか

けると、その辺を何か対策してもらえたら何かできるんじゃないかなという

ふうに思います。

○会長 それこそ、ほんとはそういう人たちにアンケート調査なりして、ど

ういうニーズがあるかというのを聞いたほうが、ほんまはいいと思うんです
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けど、なかなかそれはしませんよね。事務局してませんよね、恐らく。だか

ら、働きやすい環境とは一体何なのか。市が考えてるのと恐らく保育士さん

とか幼稚園教諭の人たちが考えてるのと、ギャップがあると思うんですよね。

その辺を、だから実際問題、パートとかそんなんでも働きやすい環境をつく

ってあげるということがいいと思うんですけど。その辺、何か案ありますか。

○委員 案かどうかわからないですけども、幼稚園の団体のほうでやってる

のは、子どもを真ん中に置いて生活を考えましょうというキャンペーンをや

ってます。だから、子どもにとって無理のないような働き方。働きながら子

どもを育てるじゃなくて、子どもを育てながら働けるというふうな社会にな

っていってほしいなということで、そういうキャンペーンをしてるんですね。

児童クラブのときも言いましたけど、働く時間帯が児童クラブなんかは全

く逆なんですね。小学校に行ってる子どもたちが帰ってる時間、帰ってくる

時間に働きに行って、親がいないということになってくると、やっぱり働け

る方が限定されてくる。それと一緒で、幼稚園、保育園も、早い時間に来る

子どももいてます。例えば、７時に１人でも来ると、７時には必ず先生２人

いないとだめという状況で勤務を組んでいきますから、それに対応できる若

い先生だけにその勤務をということになってくると、当然、中で、私らだけ

がという話になってきますし。後ろは後ろで、８時までということになって

くると、１人でも残ってると、２人。下手をすると、事務も残って３人が残

ってるという、そのシフトの問題があるんですね。そうしますと、配置基準

で、子どもの人数だけで割られてしまうと、そこが埋まらない。そこを、そ

れぞれ先生がカバーし合うという状況で動いてるというのが今の現状です。

だから、プレミアムフライデーといって、あれは、私は最低の政策とは思

うんですけども。ちょっと仕事を早く終わってゆっくりして帰ってきはった

らいいですやん、それぐらいの時間つくったら、と言うんだったら、それや

ったら早う帰るような政策をとってくれと言いたいぐらいです。

結局、それを受けるがために、少ない人数の子どものためにかかってる時

間の、保育者の労働というのを考えてほしいなとは思います。

○会長 その辺を、だから。パート勤務ができる、そういう形の目線でどう

するかというのは、ちょっと考えていただいて。それが保育士確保の一歩だ
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と思うので、その辺またお願いします。

○委員 でも、守口市だけそんなこと言っても、国自体が、衆議院議員、１

１４カ国のうち１００人しか人数が、女、要らない、いないという。そうい

う日本の議員制度もそうですけど、女が意見言っても通らない。働けと言っ

たら、女は責任強いんです、努力家なんです。だからやっぱり２つほど、仕

事と持ったら、仕事に頑張ってぼろぼろになって帰ってくる。産休で、先生

になって行きはったお母さんが、今までは、きっちり６時に迎えに来てはっ

たのに、産休に行きはった途端に７時前まで帰ってきはれへん。電話が入っ

て、まだ子どものことで帰れないんですと言われたら、私らは、今おっしゃ

った、３人待ってるんですね。だから、ほんとにそういう意味では、ちょっ

とこの日本考えなあかんの違うという時期に来てると思います。

○会長 それは、言うたら悪いけど、守口市ひとつの問題ではないので。

○委員 ないんです。

○会長 だから、守口市としてどんなことができるかというのを考えていただ

いたほうが。

○委員 そうです。

○委員 だから、市としても働き方のキャンペーンは、市としてもできると

は思います。

○会長 してます。どこでもしてます。

○委員 それとやっぱり、働いてる時間の組み合わせをうまく考えていくと

しても、やっぱり人数がいないとそこはクリアできないので、配置基準とか、

法定価格でこれだけの人数出てるやんと言われてしまうとしんどいという話

です。そこらはぜひわかっとっていただきたいなと。

○会長 何かほかにあります。非常に厳しい、絶対に４月１日に待機児童か

なり出ます。だから、そういう状況ですけど。そういう状況で、それはある

意味では、待機児童が出るのは織り込み済みになるかもわからないですけど、

要するに人口政策としては、市長の政策としては、人口がふえていくという

ことで、ある意味ではいいことだと思うんですね。だから、その待機児童が

出るということと、人口政策とをリンクして考えるのは余りよくないと思う

んですけど、とりあえず、だから人口がふえていくので、ある意味ではいい
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と思うんですけど。そういう意味で、また別途に、待機児童は待機児童対策

として何か考えないとだめと思うので、その辺をまた、市としてどうするか

というのを、根本的に。直近のやつは直近のやつ。それで３１年度以降どう

するか。恐らく保育園、幼稚園を２つか３つかつくらないと間に合わないく

らい、１次的にはなるはずなんで、その辺を含めてどうするかということを

考えていただければと思うんですけど。早急に結果を出さないと、結論を出

さないと、３１年度、間に合わないと思いますので、その辺よろしくお願い

いたします。何か御意見ありますか。ちょっと。

なければ、一応予定をしておりました会議のほうはこれで終わります。そ

したら最後ちょっと、事務局から事務連絡を。

○事務局 次回の会議についてでございますが、３月上旬に第１回認可部会

と合わせて行わさせていただく予定としております。今年度は次回が最後の

会議となります。開催の順番ですが、まず認可部会を開始し、続いて子ど

も・子育て会議を開始する予定です。第１回認可部会の議題についてですが、

平成３０年４月１日から新規認可させていただく予定の小規模事業所、２施

設についての審議を予定させていただいております。

また、第２２回守口市子ども・子育て会議の議題についてですが、１つ目

が平成３０年４月１日づけの特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

の確認にかかわる利用定員の新たな設定に関しての意見聴取について。２つ

目が昨年度に開催しました、保育・療育検討部会から本会に答申のあった、

守口市の養育に関する提言書について平成２９年度の進捗状況の報告を予定

しております。

なお、議題については追加、変更させていただく可能性がございますので、

あらかじめ御了承ください。

事務連絡につきましては以上でございます。

○会長 そしたら、きょうは比較的早く終わったんですけども、どうしよう

もないことが多いので。

○委員 資料を先にもらってたら、資料を先に読んで、ここはこれなんだ。

それで分からなかったところは先ほどみたいに先に聞いて、あ、ごめん、私

の思い違いとかいうことを確認できるんですけども。当日にこれぐらいの資
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料出てきて、ずっと見てたら、数字違うやんという話になって、前回ほんと

に混乱させてしまって済みません。でも、今回みたいに、ぜひ必ず資料は早

い目にお願いいたします。

○会長 活発な議論をしていただいたらいいと思うんです。でも、今回はど

うしようもないことが結構あるので。だから、３１年度はこういうことがな

いようにお願いいたします。対策をきちっと、でないと、２年続けて大幅な

待機児童というのは避けるべきだと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。そしたら解散させていただきます。本日はどうもありがとうございまし

た。

◇ 午後４時００分 閉会

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


